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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
五
年
一
月
一
八
日
(
金
)
午
後
一
時
半

i
六
時
半

「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
法
の
現
代
的
課
題
」

講

師

マ
ン
プ
レ
ー
ト
・
レ

l
ピ

ン
ダ
l
教
授
(
チ
ュ

1
リ

ヒ
大
学
)

通

訳

五
十
嵐

和

田

卓

朗清

助教
手授

出

席

者

一

二

O
名

レ
l
ビ
ン
ダ
l
教
授
は
、
本
講
演
に
お
い
て
、
(
一
)
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の

民
事
責
任
の
問
題
と
し
て
、
反
論
請
求
権
、
(
二
)
証
言
拒
絶
権
と
い
う
訴
訟

法
上
の
問
題
、
(
三
〉
労
働
法
の
領
域
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
勤
務
外
の

政
治
活
動
禁
止
の
問
題
、
以
上
の
三
つ
を
採
り
上
げ
、
そ
の
所
説
を
展
開
さ

れ
た
。
既
に
、
新
聞
協
会
、
早
稲
田
大
学
に
お
い
て
も
、
本
講
演
は
な
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
時
間
の
都
合
上
、
第
三
部
が
割
愛
さ
れ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
と
聞
く
。
教
授
が
、
此
の
度
、
我
々
の
乞
い
に
快
く
応
じ
て
、
質

疑
を
除
い
て
も
、
二
時
間
半
を
越
え
る
長
時
間
、
御
講
演
下
さ
れ
た
こ
と
に
、

こ
こ
ろ
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

教
授
は
、
ハ
一
)
反
論
請
求
権
は
、
報
道
内
容
の
真
偽
と
は
関
わ
り
な
く
、

一
般
的
人
格
権
保
護
を
論
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
(
反
論
請
求
権
の
形
式
的

性
格
)
も
の
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
、
反
論
の
対
象
た
る
報
道
が
事
実
の
挙

一
ポ
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
前
者
の
場
合
に
は
、
事
実
面
の

反
論
に
限
ら
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
、
反
論
は
、
価
値
評
価
に
対
し
て

ま
で
及
ぶ
べ
き
も
の
・
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
(
二
)
証
言
拒
絶
権
は
、
そ
の
保
護

法
益
た
る
一
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
情
報
提
供
者
と
の
問
の
信
頼
関
係
」
(
西
独

連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
)
を
論
拠
に
、
書
籍
出
版
等
を
除
く
狭
義
の
報
道
機

関
の
記
者
が
、
そ
の
広
告
欄
を
除
く
所
謂
編
集
欄
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
第

三
者
よ
り
入
手
し
た
る
情
報
に
つ
い
て
、
当
該
記
者
の
犯
罪
関
与
が
な
い
場

合
に
限
っ
て
認
め
る
考
え
で
あ
る
。
一
方
、
教
授
は
、
(
三
)
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
は
、
そ
の
従
業
員
た
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
勤
務
外
の
政
治
活
動
を
、
特

別
の
忠
実
義
務
に
拠
っ
て
、
制
限
・
禁
止
し
得
る
も
の
と
さ
れ
る
。
蓋
し
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
独
立
性
を
そ
の
傾
向
と
し
て
掲
げ
る
傾
向
経
営
で
あ

る
が
、
こ
の
独
立
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
民
主
主
義
の
監
視
者
と
し
て
の
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
機
能
を
全
か
ら
し
め
る
上
で
、
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
一

方
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
は
、
独
占
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
と
い
う
、
一

般
人
に
は
閉
ざ
さ
れ
た
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
講
演
に
引
き
続
い
て
、
(
一
〉
反
論
権
と
「
報
道
の
自
由
」
と
の
抵

触
の
問
題
由
¥
サ
ン
ケ
イ
新
聞
意
見
広
告
事
件
に
見
る
如
き
、
意
見
広
告
に

対
す
る
反
論
請
求
権
の
可
否
及
び
費
用
負
担
者
の
問
題
、
つ
一
〉
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
証
言
拒
絶
権
の
線
拠
(
「
報
道
の
白
山
」
か
、
人
格
権
保
護
か
)
の
問
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報

題
や
、
証
言
拒
絶
権
の
取
り
扱
い
の
刑
事
と
民
事
に
於
け
る
差
異
(
北
海
道

新
開
島
田
記
者
事
件
は
、
後
者
の
例
)
の
問
題
、
合
一
)
傾
向
経
営
た
る
要

件
、
傾
向
に
基
づ
く
特
別
の
忠
実
義
務
の
範
囲
の
問
題
等
を
め
ぐ
っ
て
、
活

発
な
討
論
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
公
務
員
の
憲
法
忠
実
義
務
(
所
謂
就
業
禁

止
)
と
、
傾
向
経
営
に
於
け
る
特
別
の
忠
実
義
務
と
に
、
共
通
し
た
思
想
態

度
を
見
出
し
、
そ
こ
に
、
西
独
法
学
の
一
つ
の
傾
向
を
指
摘
す
る
興
味
深
い

発
言
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
見
逃
せ
な
い
。

猶
、
本
講
演
邦
訳
は
、
雑
誌
『
新
開
研
究
』
紙
上
に
、
近
々
、
掲
載
の
予

定
で
あ
る
と
聞
く
。

雑

。
昭
和
五
五
年
一
月
一
九
日
(
土
)
午
後
一
時
四

O
分

五

時

二

C
分

「
民
事
執
行
法
立
案
の
経
緯
と
そ
の
問
題
点
」

講

師

浦

野

雄

幸

氏

出

席

者

三

二

名

講
師
の
浦
野
氏
(
現
従
来
京
必
裁
判
事
)
は
、
昭
和
四
三
年
よ
り
五
四
年

ま
で
法
務
省
民
事
局
参
事
官
と
し
て
、
民
事
執
行
法
(
昭
和
五
四
年
三
月
公

布
〉
・
民
事
執
行
規
則
(
昭
和
五
四
年
一
一
月
公
布
)
の
立
案
作
業
に
携
わ
っ

て
こ
ら
れ
た
。
今
回
の
御
講
演
は
、
昨
年
九
月
同
法
を
研
究
し
た
民
事
法
の

教
官
・
院
生
の
希
認
に
よ
り
、
同
氏
を
お
招
き
し
て
立
法
の
経
緯
を
お
聞
き

し
た
も
の
で
あ
る
。

講
演
で
は
、
多
く
の
個
別
条
文
に
触
れ
な
が
ら
、
立
法
作
業
の
推
移
、
な

か
で
も
そ
こ
に
お
け
る
一
次
試
案
・
二
次
試
案
の
性
格
を
説
明
さ
れ
た
。
一

次
試
案
は
、
極
言
す
れ
ば
、
法
改
正
の
気
運
を
つ
く
る
こ
と
を
食
肉
し
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
注
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
え
て
種
々
の
問
題
を

提
起
し
て
み
た
。
一
次
試
案
に
対
し
強
い
批
判
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
二
次

試
案
で
も
同
じ
姿
勢
で
多
く
の
新
し
い
考
え
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た

(
中
間
用
益
権
の
扱
い
、
差
押
の
及
ぶ
範
囲
等
々
)
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
試

案
に
も
現
わ
れ
な
か
っ
た
改
正
点
も
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
(
個
別
執
行
間

の
、
個
別
執
行
と
一
般
執
行
の
聞
の
、
調
整
な
ど
〉
。
し
か
し
、
実
際
に
立

法
す
る
と
き
に
は
、
現
行
の
実
体
法
を
執
行
法
の
改
正
に
よ
っ
て
変
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
多
く
の
学
者
・
実
務
家
の
批
判
が
予
怨
さ
れ
る
し
、
ま

た
、
民
法
の
よ
う
な
基
本
的
な
法
律
を
執
行
法
の
附
則
で
改
正
で
き
な
い
と

い
う
観
念
が
強
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
学
説
・
判
例
が
現
在
困
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
も
、
民
法
典
の
条
文
の
改
正
を
伴
う
よ
う
な
改
正
は
で
き
な
か
っ
た
(
債

権
者
代
位
権
の
転
用
に
つ
い
て
な
ど
〉
。
結
局
、
最
終
要
綱
で
は
一
次
・
二

次
試
案
に
あ
っ
た
多
く
の
改
正
が
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
一
次
・
二
次
試
案
が
無
意
味
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
立
法
作

業
で
は
、
ま
ず
現
時
点
で
存
在
す
る
問
題
を
で
き
る
だ
け
指
摘
し
、
世
論
を

喚
起
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
(
と
く
に
執
行
法
の
よ
う
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

グ
ル
ー
プ
の
な
い
法
律
に
つ
い
て
は
)
。
し
か
る
後
、
現
実
の
許
す
限
り
で

条
文
化
す
る
。
条
文
化
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
点
は
、
改
正
法
の
運
用
実
態
を

見
な
が
ら
、
真
に
必
要
な
ら
ば
次
の
機
会
に
改
正
さ
れ
る
。
一
次
・
ニ
次
試

案
は
、
数
十
年
後
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
改
正
の
際
に
必
ず
参
考
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
つ
づ
い
て
、
国
会
の
審
議
で
は
、
法
案
が
ど
う
し
て
も
政
治
的
取

引
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
債
権
者
H
強
者
H
悪
者
と
い
う
図
式
で

の
批
判
が
強
か
っ
た
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
た
。

北法31(1・380)380



講
演
の
後
、
配
当
手
続
・
一
括
競
売
・
法
定
地
上
権
・
手
形
の
執
行
・
詐

害
的
短
期
賃
借
権
・
間
接
強
制
な
ど
の
個
別
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
ま
た
、

立
案
に
お
け
る
実
体
法
に
対
す
る
態
度
な
ど
の
一
般
的
な
問
題
に
つ
い
て
、

討
論
が
な
さ
れ
た
。

今
回
は
立
法
関
係
者
の
お
話
し
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
書
物
で
は
わ
か
ら
な

い
点
に
も
及
び
、
有
意
義
で
か
つ
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が

出
席
者
一
同
の
感
想
で
あ
っ
た
。

法学会記事

O
昭
和
五
五
年
二
月
二
九
日
(
金
〉
午
前
二
時
半

l
五
時

「
法
史
学
の
解
釈
学
的
・
人
間
学
的
基
礎
|
|
或
る
印
象
報
告
B
i
-
-
」

報

告

者

和

田

卓

朗

出

席

者

三

O
名

中
世
国
家
論
に
新
局
面
を
墾
り
拓
い
た

0
・
切

E
ロロ

2
の
主
張
の
核
心

を
な
す
、
従
来
の
法
H
国
制
史
学
の
(
法
学
的
に
構
成
さ
れ
た
)
概
念
装
置

の
近
代
性
へ
の
批
判
の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
「
国
制
史
」
は
、
一
方
で
「
地

域
史
」
(
関
・
切

g-・
4
弓・

F
E
E
-口問。
F
m
p
E
N
)
と
密
接
な
関
連
を
持

ち
、
他
方
で
「
構
造
史
」
(
者
・
。
O
R
P
吋
・

ω
n
z
a
2・
河
・
開
。
田
町

-rnr)

を
介
し
て
「
社
会
史
」
(
岡
山
・
烈

go--2rL-
関口

n
E
)
と
接
続
す
る
と
い
う

展
開
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
過
程
で
、
「
歴
史
研
究
の
歴
史
性
」
と
い
う
批

判
的
認
識
が
背
景
に
退
き
、
「
歴
史
学
と
社
会
科
学
と
の
架
橋
」
(
』
・
間

cnE-

m-穴
oszonr)
が
語
ら
れ
る
仕
儀
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

同
じ
く

C-
回

E
ロ
ロ
叩
同
等
の
所
謂
「
国
制
史
」
的
批
判
か
ら
出
発
し
な
が

ら
も
、
こ
れ
を
、
唯
だ
従
前
の
(
他
人
の
手
に
な
る
)
歴
史
研
究
に
適
用
す

る
に
停
め
ず
、
当
の
国
制
史
学
者
達
、
更
に
は
自
分
自
身
の
歴
史
H
法
史
研

究
に
も
常
に
向
け
ら
れ
て
い
る
批
判
原
理
に
迄
徹
底
さ
せ
、
そ
し
て
自
ら
の

う
ち
に
取
り
込
ん
だ
民
ヌ

B
E
n
z
-
-
の
法
史
学
に
こ
そ
、
「
法
史
学
と
歴

史
(
国
制
史
)
学
と
の
提
携
」
(
久
保
正
幡
教
授
)
と
い
う
課
題
に
対
す
る
解

答
の
一
つ
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
「
法
史
学
と
法
学
と
の
新
た
な
提
携
」

(
久
保
教
授
〉
も
、
亦
、
「
自
己
の
歴
史
性
の
飽
く
無
き
追
究
」
の
下
に
遂
行

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
り
「
歴
史
学
」
の
み
な
ら
ず
、
「
法
学
」
も
ま
た
歴

史
的
事
象
で
あ
る
か
ら
に
は
、
「
法
学
」
「
法
学
の
有
用
性
」
を
自
明
の
も
の

と
し
て
棚
上
げ
に
し
た
安
易
な
「
法
史
学
の
存
在
価
値
」
如
何
と
い
う
設
問

は
成
立
せ
ず
、
「
法
学
」
そ
れ
自
体
が
、
む
し
ろ
問
わ
れ
て
い
る
(
法
を

Z
2
5・
。
三
ロ
ロ
ロ
聞
と
し
て
で
は
な
く
、

zd司
-
ロ
岱
2
5ロ
と
い
う
形
で
抱
え

る
同

5
2円
Z
5
0
国

-n包
括
の
法
史
学
が
、
以
上
の
要
請
を
充
た
す
も
の

で
あ
る
か
を
、
円
uc-ロ
問
自
身
の
ロ
広

k
p
口町四

mwZロ
ι
2
岡山

2
v
z
z
m件。ロ目

}内四円凹・

5
a
に
展
開
さ
れ
て
い
る
法
史
学
論
を
手
懸
り
に
採
る
こ
と
が
、

本
報
告
に
於
い
て
設
定
さ
れ
た
課
題
で
あ
り
、
差
し
当
っ
て
否
定
的
に
解
決

さ
れ
る
。

関
3
2
n
z
-
-
と
わ
包
ロ
聞
の
法
史
学
の
質
的
相
違
は
、
法
史
学
の
基
礎

付
け
の
為
に
両
者
が
共
に
援
用
す
る
出

2
B
8
2
c
r
が
、
前
者
に
あ
っ
て

は

戸

10-
。
色
白
同
口
氏
流
に
、
後
者
に
あ
っ
て
は
然
し
者

-
U
E
F
a
の

線
で
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
も
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
周
知

の
様
に
、
出
品

Hgoロ
mztr
は、

U
E
F
a
-
z
m
-
ι
m
m
m
2
1の
包
曲
目

2
と
い

う
発
展
の
過
程
で
、
精
神
科
学
の
方
法
と
し
て
の
解
釈
学
と
い
う
枠
を
越
え
、

社
会
科
学
、
更
に
は
科
学
的
認
識
一
般
の
批
判
理
論
と
な
っ
た
。

UFrro〕『
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報

段
階
の
出
2
B
8
2
2
r
は
確
か
に
「
解
釈
学
」
で
あ
り
、
「
哲
学
的
人
間

学
」
と
結
合
し
得
、
実
際
、
結
合
も
し
て
い
、
こ
の
結
合
を
予
定
す
る
も
の

で
さ
え
あ
っ
た
。
そ
れ
を
援
用
す
る
の

D
Z聞
は
、
随
っ
て
、
出
2
B
E
E
-

t
r
の
適
用
を
、
個
々
の
史
料
解
釈
レ
ベ
ル
に
限
り
、
法
史
構
築
に
際
し
て

は
、
同
・
可
。
宅
2
の
反
証
の
理
論
(
と
い
う
出
2
B
8
2
E同
と
は
別
種

の
原
理
)
に
旨
ロ
S
E
S
E
E
L
-凹
訴
え
る

(
(
U
0
5
間
に
あ
っ
て
は
、
「
検

証
」
と
「
反
証
」
が
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
可
D
H
M

宮
門

理
解
は
「
検
-
証
」
に
接
近
し
た
も
の
で
あ
る
)
。
亦
、
「
人
間
性
向
の
基
本
的

同
一
性
」
を
基
礎
に
し
て
、
「
法
」
を
「
秩
序
」
「
一
定
の
生
活
関
係
に
お
い

て
妥
当
す
る
規
範
」
と
定
義
し
、
こ
こ
か
ら
、
法
史
学
の
対
象
、
方
法
、
任

務
へ
と
議
論
を
進
め
る
(
出
2
E
8
2
2
r
は
、
そ
こ
で
は
最
早
問
題
に
も

さ
れ
な
い
)
こ
と
も
、
彼
に
は
可
能
で
あ
っ
た
。
一
方
、
の
M
W
E
B
2
H

剛
山

B
E
n
z
-
-
に
あ
っ
て
は
、
日
百
円
B
2
2
z
m
n
r
な
反
省
は
、
法
史
学
研
究

の
全
面
に
及
ぶ
。
。
色
白
5
2
の
出
合
同
B
8
2
E内
の
基
礎
に
は
、
出
回
σ2E

5
2
の
指
摘
の
通
り
、
非
合
理
的
人
間
観
が
潜
ん
で
い
る
と
し
て
、
こ
の
人

間
観
も
亦
、
そ
れ
が
何
等
乎
の
「
人
間
学
」
に
高
め
ら
れ
ん
と
欲
す
る
と
き

に
は
、
こ
の

Y
R
B
g
o
c
t
R
r
な
反
省
に
よ
る
検
討
を
免
れ
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
(
法
文
乃
至
史
料
の
)
「
解
釈
」
が
自
明
の
こ
と
で
あ
る
法
学
・
歴

史
学
に
対
す
る
出
2
B
E
E
t
r
(哲
学
的
解
釈
学
)
の
意
義
如
何
と
い
う

報
告
後
の
討
論
に
対
す
る
解
答
も
、
既
に
、
こ
の
出
R
E
S
E
t
r
の
発
展

自
身
の
う
ち
に
用
意
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

雑

同
州

5
2口
宮
口
の
「
自
ら
の
歴
史
性
の
飽
く
無
き
追
究
」
を
法
史
学
の
基

礎
に
据
え
る
事
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
同

52nro--
の
法
史
研
究
の
祖
述
、

関

52nro--
に
拠
る
権
威
付
与
の
可
能
性
の
断
念
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、

デ
カ
ル
ト
的
懐
疑
を
自
ら
の
方
法
と
し
て
採
用
す
る
者
が
カ
ル
テ
シ
ア
ン
た

り
得
な
い
の
と
軌
を
一
に
す
る
。
自
明
の
事
で
は
あ
る
が
、
附
言
し
て
確
認

し
て
置
き
度
い
。
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O
昭
和
五
五
年
三
月
一
凶
日
(
金
)
午
後
二
時
五
時
四
五
分

「
西
洋
近
代
思
想
と
日
本
思
想
の
接
点
」報

告

者

市

井

三

郎

氏

出

席

者

三

五

名

報
告
者
は
、
西
洋
近
代
の
現
段
階
に
お
け
る
到
達
点
を
見
据
え
た
上
で
、

我
国
を
含
め
た
東
洋
の
思
想
の
独
自
性
に
光
を
当
て
る
作
業
を
続
け
て
い
る

哲
学
者
で
あ
る
。
成
媛
大
学
工
学
部
教
授
。

本
報
告
に
お
い
て
、
氏
は
ま
ず
従
来
の
日
本
思
想
史
研
究
が
、
専
ら
発
展

目
標
と
し
て
の
西
洋
近
代
思
想
と
の
対
比
と
い
う
視
座
か
ら
な
さ
れ
て
き
た

こ
と
、
そ
し
て
、
彼
に
は
有
っ
て
我
に
は
欠
け
る
物
の
指
摘
に
汲
汲
と
し
て

き
た
こ
と
を
批
判
さ
れ
る
。
か
か
る
研
究
が
隆
盛
を
誇
っ
て
き
た
背
景
に
は

思
想
を
コ
ト
パ
と
い
う
表
徴
に
お
い
て
の
み
分
析
し
よ
う
と
す
る
、
一
般
に

広
く
流
布
す
る
哲
学
的
立
場
を
指
摘
で
き
る
。
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に

与
す
る
こ
と
な
く
、
思
想
は
、
そ
の
担
い
手
の
行
動
・
態
度
に
ま
で
糊
っ
て

分
析
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
説
く
。
後
者
の
立
場
を
取
る
な
ら
ば
、
従
来
我

国
の
思
想
史
に
は
見
出
し
え
な
い
と
さ
れ
て
き
た
概
念
は
、
実
は
そ
れ
に
対

応
す
る
コ
ト
パ
を
欠
い
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
人
々
の
行
動
の
中
に
は
歴
然
と

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。



そ
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で
氏
は
、
江
戸
期
農
民
の
「
権
利
意
識
」
を
取
り

上
げ
る
。
-
七
一
一
年
に
、
屋
代
藩
で
勃
発
し
た
農
民
一
援
(
万
国
騒
動
て

お
よ
び
一
八
世
紀
の
末
か
ら
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
幾
内
三
国
で
繰
広
げ

ら
れ
た
国
訴
運
動
に
お
け
る
農
民
の
行
動
様
式
の
内
に
、
典
型
的
に
、
氏
は

コ
ト
バ
に
ま
で
昇
華
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
し
か
し
明
確
な
「
権
利
意

識
」
の
存
在
を
見
る
。
こ
の
い
ず
れ
の
ケ
l
ス
に
お
い
て
も
顕
著
な
こ
と

は
、
農
民
は
、
彼
ら
に
対
す
る
為
政
者
の
行
動
が
、
彼
ら
の
い
わ
ば
生
得
の

生
存
権
を
侵
す
も
の
で
あ
り
、
「
天
道
」
に
停
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
徹
頭

徹
尾
、
非
暴
力
的
か
つ
合
法
的
に
主
張
し
続
け
た
点
で
あ
る
。
こ
の
自
己
抑

制
の
効
い
た
農
民
の
行
動
は
、
ま
さ
に
時
の
幕
府
の
実
定
法
を
越
え
た
「
道

理
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
確
乎
不
抜
な
「
権
利
意
識
」
の
存
在
を
物
語
っ

て
い
た
と
結
論
さ
れ
る
。

報
告
後
、
三
時
間
近
く
に
わ
た
り
活
発
な
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。
質
疑

は
、
以
上
の
農
民
の
行
動
を
、
ど
れ
だ
け
単
な
る
既
得
権
の
回
復
と
区
別
さ

れ
た
、
普
遍
的
な
「
権
利
意
識
」
に
基
く
も
の
と
言
え
る
の
か
、
報
告
者
に

お
け
る
西
洋
近
代
の
人
権
思
想
理
解
や
言
語
分
析
批
判
の
妥
当
性
如
何
、
さ

ら
に
は
、
氏
の
現
代
世
界
評
価
に
至
る
ま
で
、
極
め
て
、
広
範
・
多
岐
に
わ

た
っ
た
。
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